
（報告）外部委託承認制度における 
高圧一括受電マンションに係る 

年次（停電）点検方法の検討について 

資料８ 
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平成２５年１２月 
経済産業省 

商務流通保安グループ 

電力安全課 



１．はじめに 

2 

[事項名] 
  高圧一括受電するマンションの高圧部分に関する点検 
 
[規制改革の内容] 
 ①需要家の利便性向上の観点から、高圧一括受電するマンションの停電を伴わない点 
 検方法を認めるなど必要な措置について事業者や専門家の意見を踏まえつつ検討し、 
 結論を得る。検討の結果、その実現が困難である場合には、要望者からの技術的アイ 
 デア等を踏まえ、点検間隔の延伸等の可能性について検討し、結論を得る。 
 ②高圧一括受電するマンションの保安管理を外部委託により行う場合の受変電設備に 
 対する停電点検について、３年に１回とできる詳細要件を事業者や専門家の意見を踏 
 まえて明確化する。 
 
[実施時期] 
  ①平成２５年度検討・結論､結論を得次第措置、②平成２５年上期措置 

【規制改革実施計画】（平成２５年６月１４日閣議決定） 

【経緯】 

 今般、需要家の利便性向上を図る観点として外部委託をしている高圧一括受電マ
ンションの年次点検実施方法の見直しに係る要望について、以下の閣議決定がなさ
れた。 



停電点検延伸
（年１回→３年に
１回）条件の 
明確化 

 
技術的検討
及び点検間隔
の延伸等の
可能性調査 

２．工程表 

○停電点検の点検間隔を延伸できる要件は定められているが、その要件がわかりにくいと
の指摘があることから明確化を行う。 
○並行して、停電点検の必要性及び点検間隔の更なる延伸等の可能性について検討する。 

～平成26年 
   1月末 

○停電点検について、３年に１回
とできる詳細要件を、明確化する。 

○各監督部において停電点検を
延伸している事例を集約する。 

○全国統一された具体的な要件
の公表に向け、現状各監督部に
おいて求めるレベルのばらつきが
見られるため、適正なレベルにあ
わせることとする。 

～平成25年9月末 

内規改正 
公表・周知 

○停電を伴わない点検方法の有無について、専門家の
意見も踏まえ、技術的検討を行う。 

○検討の結果、その実現が困難である場合には、御要望
の趣旨に沿うように、要望者からの技術的アイデア等を
踏まえ、点検間隔の延伸等の可能性について検討を行う。 

○電力安全小委員
会での審議 
○パブリックコメント 
○内規改正作業 

平成25年10月 平成26年4月 

条件の明確化の 
文書 公表・周知 

～平成26年 
   3月末 

3 



（参考）電力会社がマンションの借室に設置している配電設備と 
高圧一括受電マンションの受電設備 

借室 

4 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

借室（電力会社） 高圧一括受電マンションの受電設備 

設備の位置づけ 受電設備ではない（電力会社
の配電設備を借室に納めたも
の。供給義務など電力流通設
備としての規制を受ける。） 

受電設備（自らの保安確保及び波及
停電事故防止のため、技術基準遵守
義務等の規制をうける。） 

事故時の事故電流
遮断について 

遮断器等の自動動作をする
機器を有しておらず、変電所
の遮断器を動作させることで
危険を除去する。 

遮断器（※）（技術基準上必要）を自
動動作させることで遮断し、危険を除
去する。 
※メーカーによりグリスを定期的に交換することが固着
防止の観点から推奨。その際には停電を伴うことが必
要（電気主任技術者を選任している事業場も同様。）。 

事故・故障時の対
応について 

速やかに事故点の危険を除
去する体制（遮断器の解放等
ができている。） 

遮断器の不動作時、外部委託の場
合、対応に最大２時間かかることが
ある。 

5 
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【対応状況】 
  経済産業省ホームページ上に、平成２５年９月３０日付け「主任技術者制度の解釈及び運用

（内規）における停電年次点検の延伸に係る要件の明確化について」（次頁）を公表。
（http://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/oshirase/2013/09/250930-2.html） 

＜従来＞ 
 

１．信頼性が高い 
 設備    
２．③ロの各号と 
 同等の点検方法 
 
 
     

＜明確化＞ 
 

１．信頼性が高い設備 
（１）設計上、製作上又は施工上において支障のあるものでない（リコール対象でないなど）。 

（２）保安上の観点から、設備構成上に一定の信頼性が認められるものである 
 （地絡遮断器の設置などにより関連規則を満たしているなど。）。 
（３）設置環境上支障のあるものでない（可燃性ガスの滞留場所でないなど。）。 
（４）使用実績又は維持管理状況を踏まえて、３年後までの間における設備の信頼性に支  
障が認められるものでない（製造者推奨の取替更新時期内である、又は余寿命評価を行っているなど。）。 
（５）保守管理に係る体制に支障のあるものでない（点検実施方法を定めているなど。）。 
 

２．③ロの各号と同等の点検方法 
③ロの各号で確認すべき事項を満足している蓋然性が高いと認められる具体例を策定 
 （漏れ電流計により測定結果が良好など。）。 

の詳細が不明確 

※【主任技術者制度の解釈及び運用（内規）（平成２５年９月２７日付け２０１３０９２０商局第１号）一部抜粋】 
４．（４）③年次点検を、月次点検に係る➁の要件に加え、次のイ及びロに掲げる要件に従って行うこと。 
 イ １年に１回以上行う。（ただし、信頼性が高く、かつ、下記③ロの各号と同等と認められる点検が１年に１回以上行われている機器については、  
  停電により設備を停止状態にして行う点検を３年に１回以上とすることができる。） 
 ロ 次の（イ）から（ホ）までに掲げる項目の確認その他必要に応じた測定・試験を行う。 
 （イ）低圧電路の絶縁抵抗が電気設備に関する技術基準を定める省令第５８条で規定された値以上であること並びに高圧電路が大地及び他の電路と絶縁され  
   ていること。 
   （ロ）接地抵抗値が電気設備の技術基準の解釈第１７条で規定された値以下であること。 
   （ハ）保護継電器の動作特性試験及び保護継電器と遮断器の連動動作試験の結果が正常であること。 
   （ニ）非常用予備発電装置が商用電源停電時に自動的に起動し、送電後停止すること並びに非常用予備発電装置の発電電圧及び発電電圧周波数（回転数） 
   が正常であること。 
   （ホ）蓄電池設備のセルの電圧、電解液の比重、温度等が正常であること。  

規制改革実施計画②停電点検実施時期の延伸要件の明確化 

http://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/oshirase/2013/09/250930-2.html
http://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/oshirase/2013/09/250930-2.html
http://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/oshirase/2013/09/250930-2.html
http://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/oshirase/2013/09/250930-2.html
http://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/oshirase/2013/09/250930-2.html
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（
参
考
）
平
成
２
５
年
９
月
３
０
日
付
け
「
主
任
技
術
者
制
度
の
解
釈
及
び
運
用
（
内
規
）

に
お
け
る
停
電
年
次
点
検
の
延
伸
に
係
る
要
件
の
明
確
化
に
つ
い
て
」
（
１
／
３
）

 

主
任
技
術
者
制
度
の
解
釈
及
び
運
用
（
内
規
）
（
平
成
２
５
年
９
月
２
７
日
付
け
２
０
１
３
０

９
２
０
商
局
第
１
号
）
４
．
（
４
）
③
イ
括
弧
書
き
に
お
け
る
停
電
点
検
の
延
伸
に
係
る
要
件

の
明
確
化
に
つ
い
て

 
平
成
２
５
年
９
月

 
経
済
産
業
省
商
務
流
通
保
安
グ
ル
ー
プ

 
電
力
安
全
課

   

 
現
在
、
電
気
事
業
法
施
行
規
則
（平
成
７
年
１
０
月
１
８
日
通
商
産
業
省
令
第
７
７
号
）
第
５
２
条
第
２

項
の
規
定
に
よ
り
、
一
定
規
模
の
自
家
用
電
気
工
作
物
に
つ
い
て
一
定
の
要
件
を
満
た
す
法
人
又

は
個
人
と
保
安
の
監
督
に
係
る
業
務
を
委
託
す
る
契
約
を
締
結
し
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
、
保
安
上

支
障
が
な
い
も
の
と
し
て
経
済
産
業
大
臣
（
又
は
所
轄
の
産
業
保
安
監
督
部
長
）
の
承
認
を
受
け
た

場
合
に
は
、
電
気
主
任
技
術
者
を
選
任
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
（外
部
委
託
承
認
制
度
）。
そ
の
承
認

要
件
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
年
次
点
検
に
係
る
要
件
を
次
の
と
お
り
規
定
し
て
い
る
。

 
              

 
  
こ
こ
で
、
年
次
点
検
に
つ
い
て
は
原
則
と
し
て
１
年
に
１
回
、
停
電
に
よ
り
設
備
を
停
止
状
態
に
し
て

行
う
点
検
（
以
下
「停
電
点
検
」と
い
う
。
）の
実
施
を
定
め
て
い
る
が
、
内
規
４
．
（
４
）イ
た
だ
し
書
に

規
定
す
る
機
器
に
つ
い
て
は
、
停
電
点
検
を
３
年
に
１
回
以
上
の
頻
度
で
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
 
今
般
、
内
規
４
．
（４
）
イ
た
だ
し
書
き
に
お
け
る
停
電
点
検
の
延
伸
の
た
め
の
条
件
と
し
て
「
信
頼

性
が
高
い
こ
と
」
及
び
「
４
．
（４
）
③
ロ
の
各
号
と
同
等
と
認
め
ら
れ
る
点
検
」に
つ
い
て
、
そ
の
要
件

を
明
確
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
一
層
の
運
用
の
明
確
化
を
図
る
こ
と
と
す
る
。

 
 
な
お
、
本
件
は
満
足
す
べ
き
要
件
と
こ
れ
を
満
た
す
と
認
め
ら
れ
る
技
術
的
内
容
を
具
体
的
に
示

し
た
も
の
で
あ
り
、
下
記
具
体
例
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
当
該
要
件
に
照
ら
し
て
十
分
な
保

安
水
準
の
確
保
が
で
き
る
技
術
的
根
拠
が
あ
れ
ば
、
当
該
要
件
に
適
合
す
る
も
の
と
判
断
す
る
も

の
で
あ
る
。
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（
参
考
）
平
成
２
５
年
９
月
３
０
日
付
け
「
主
任
技
術
者
制
度
の
解
釈
及
び
運
用
（
内
規
）

に
お
け
る
停
電
年
次
点
検
の
延
伸
に
係
る
要
件
の
明
確
化
に
つ
い
て
」
（
２
／
３
）

 

Ⅰ
．
「
信
頼
性
が
高
い
機
器
」
の
要
件

 
 （
１
）
設
備
を
構
成
す
る
個
々
の
機
械
器
具
に
お
い
て
、
設
計
上
、
製
作
上
又
は
施
工
上
支
障
が
あ
る
も
の

 
 
で
は
な
い
こ
と
。

 
（
例
）
リ
コ
ー
ル
制
度
に
よ
る
届
出
や
保
安
上
の
注
意
喚
起
等
の
対
象
と
な
っ
て
い
な
い
こ
と
。

 
 （
２
）
保
安
上
の
観
点
か
ら
、
設
備
構
成
に
一
定
の
信
頼
性
が
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

 
（
例
）電
気
事
業
法
施
行
規
則
第
５
２
条
の
２
第
１
号
ロ
の
要
件
、
第
１
号
ハ
及
び
第
２
号
ロ
の
機
械
器
具
並

 
 
び
に
第
１
号
ニ
及
び
第
２
号
ハ
の
算
定
方
法
等
並
び
に
第
５
３
条
第
２
項
第
５
号
の
頻
度
に
関
す
る
告
示

 
 
（平
成
１
５
年
経
済
産
業
省
告
示
第
２
４
９
号
。
以
下
「告
示
」
と
い
う
。
）第
４
条
第
７
号
イ
～
ホ
ま
で
の
設

 
 
備
条
件
の
す
べ
て
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

 
 告
示
第
４
条
第
７
号

 
イ

 
構
外
に
わ
た
る
高
圧
電
線
路
が
な
い
も
の

 
ロ

 
柱
上
に
設
置
し
た
高
圧
変
圧
器
が
な
い
も
の

 
ハ

 
高
圧
負
荷
開
閉
器
（キ
ュ
ー
ビ
ク
ル
内
に
設
置
す
る
も
の
を
除
く
。
）に
可
燃
性
絶
縁
油
を
使
用
し
て
い
な
い
も
の

 
ニ

 
保
安
上
の
責
任
分
界
点
又
は
こ
れ
に
近
い
箇
所
に
地
絡
保
護
継
電
器
付
高
圧
交
流
負
荷
開
閉
器
又
は
地
絡
遮
断
器
が
設

置
さ
れ
て
い
る
も
の

 
ホ

 
責
任
分
界
点
か
ら
主
遮
断
装
置
の
間
に
電
力
需
給
用
計
器
用
変
成
器
、
地
絡
保
護
継
電
器
用
変
成
器
、
受
電
電
圧
確
認

用
変
成
器
、
主
遮
断
器
用
開
閉
状
態
表
示
変
成
器
及
び
主
遮
断
器
操
作
用
変
成
器
以
外
の
変
成
器
が
な
い
も
の

 

 （
３
）
設
備
環
境
上
支
障
の
あ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
適
切
な
対
策
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
も
の
は
除

 
 
く
。

 
 

 
（
例
）
・
腐
食
性
ガ
ス
や
可
燃
性
ガ
ス
等
の
滞
留
す
る
場
所
に
設
置
さ
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
。

 
 

 
 

 
 
・
高
温
多
湿
に
よ
る
保
安
機
能
の
支
障
が
生
じ
る
環
境
に
設
置
さ
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
。

 
 

 
 

 
 
・
塩
害
に
よ
る
保
安
機
能
の
支
障
が
生
じ
る
環
境
に
設
置
さ
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
。

 
 （
４
）
使
用
実
績
又
は
維
持
管
理
状
況
を
踏
ま
え
て
、
次
回
の
停
電
年
次
点
検
ま
で
（３
年
後
ま
で
）
の
間
に

 
 
お
け
る
設
備
の
信
頼
性
に
支
障
が
認
め
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
。

 
 

 
（
例
）
・
前
回
の
停
電
年
次
点
検
に
お
い
て
、
内
規
で
定
め
る
点
検
が
実
施
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
結
果
（
修

 
 

 
 
理
等
を
行
っ
た
場
合
に
は
そ
の
結
果
も
含
む
。
）が
支
障
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

 
 

 
 

 
 
・
前
回
の
停
電
年
次
点
検
以
降
で
実
施
し
た
無
停
電
で
の
年
次
点
検
及
び
直
近
ま
で
の
月
次
点

 
 

 
 

 
 
検
の
結
果
（
修
理
等
を
行
っ
た
場
合
に
は
そ
の
結
果
も
含
む
。
）が
支
障
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

 
 

 
 

 
 
・製
造
者
等
が
推
奨
す
る
取
替
更
新
時
期
内
で
あ
る
も
の
又
は
保
安
に
関
す
る
適
正
な
余
寿
命

 
 

 
 

 
 
評
価
（
次
回
の
停
電
年
次
点
検
ま
で
の
期
間
（３
年
後
ま
で
の
期
間
））
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

 
 （
５
）
保
安
管
理
に
係
る
体
制
に
支
障
の
あ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
。

 
 

 
（
例
）
年
次
点
検
（
停
電
及
び
無
停
電
）
の
実
施
方
法
が
、
保
安
規
程
又
は
保
安
規
程
の
下
部
規
程
等
に

 
 

 
 
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
。
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（
参
考
）
平
成
２
５
年
９
月
３
０
日
付
け
「
主
任
技
術
者
制
度
の
解
釈
及
び
運
用
（
内
規
）

に
お
け
る
停
電
年
次
点
検
の
延
伸
に
係
る
要
件
の
明
確
化
に
つ
い
て
」
（
３
／
３
）

 

Ⅱ
．
「
４
．
（
４
）③
ロ
の
各
号
と
同
等
と
認
め
ら
れ
る
点
検
」の
要
件

 

   
以
下
（
イ
）
か
ら
（
ホ
）
の
各
号
で
確
認
す
べ
き
事
項
に
関
し
て
、
当
該
事
項
を
満
足
し
て
い
る
蓋
然
性
が
高

い
と
認
め
ら
れ
る
方
法
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

 
 （
イ
）低
圧
電
路
の
絶
縁
抵
抗
が
電
気
設
備
に
関
す
る
技
術
基
準
を
定
め
る
省
令
第
５
８
条
で
規
定
さ
れ
た

値
以
上
で
あ
る
こ
と
並
び
に
高
圧
電
路
が
大
地
及
び
他
の
電
路
と
絶
縁
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

 
  

 
・
絶
縁
監
視
装
置
に
よ
る
監
視
結
果
又
は
漏
れ
電
流
計
に
よ
る
測
定
結
果
が
良
好
で
あ
る
こ
と
。
ま
た
、

 
 

 
外
観
点
検
の
結
果
（
必
要
に
応
じ
た
超
音
波
式
部
分
放
電
探
査
や
サ
ー
モ
グ
ラ
フ
ィ
等
に
よ
る
過
熱
部

 
 

 
位
の
有
無
の
確
認
を
含
む
。
）
が
良
好
で
あ
る
こ
と
。

 
 （ロ
）
接
地
抵
抗
値
が
電
気
設
備
の
技
術
基
準
の
解
釈
第
１
７
条
で
規
定
さ
れ
た
値
以
下
で
あ
る
こ
と
。

 
  

 
・
簡
易
的
測
定
方
法
に
よ
る
測
定
値
に
余
裕
を
も
っ
て
推
測
す
る
方
法
。

 
 

 
・
過
去
よ
り
直
近
ま
で
の
測
定
値
の
評
価
及
び
接
地
設
備
に
係
る
外
観
点
検
（必
要
に
応
じ
て
端
子
間

 
 

 
 

 
の
導
通
状
況
の
確
認
）
を
も
っ
て
推
測
す
る
方
法
。

 
 （ハ
）
保
護
継
電
器
の
動
作
特
性
試
験
及
び
保
護
継
電
器
と
遮
断
器
の
連
動
動
作
試
験
の
結
果
が
正
常
で

あ
る
こ
と
。

 
  

 
・
前
回
の
停
電
時
に
実
施
し
た
保
護
継
電
器
単
体
の
動
作
特
性
試
験
結
果
が
良
好
で
あ
る
こ
と
。

 
 

 
・前
回
の
停
電
時
に
実
施
し
た
遮
断
器
の
ト
リ
ッ
プ
回
路
の
内
部
抵
抗
、
絶
縁
抵
抗
等
の
測
定
結
果
及

 
 

 
び
過
熱
部
位
の
有
無
等
の
確
認
結
果
に
係
る
測
定
値
等
の
評
価
結
果
が
良
好
で
あ
る
こ
と
。
ま
た
、
遮

 
 

 
断
器
の
グ
リ
ス
ア
ッ
プ
等
が
適
切
な
頻
度
で
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
。

 
 

 
・
前
回
の
停
電
時
に
実
施
し
た
保
護
継
電
器
か
ら
遮
断
器
ま
で
の
設
備
（
関
連
設
備
を
含
む
）
の
外
観

 
 

 
点
検
（
必
要
に
応
じ
て
端
子
間
の
導
通
状
況
の
確
認
）の
結
果
が
良
好
で
あ
る
こ
と
。

 
 （ニ
）
非
常
用
予
備
発
電
装
置
が
商
用
電
源
停
電
時
に
自
動
的
に
起
動
し
、
送
電
後
停
止
す
る
こ
と
並
び
に

非
常
用
予
備
発
電
装
置
の
発
電
電
圧
及
び
発
電
電
圧
周
波
数
（回
転
数
）が
正
常
で
あ
る
こ
と
。

 
  

 
・
模
擬
信
号
等
に
よ
る
起
動
及
び
停
止
と
発
電
電
圧
及
び
発
電
電
圧
周
波
数
（回
転
数
）が
正
常
で
あ

 
 

 
る
こ
と
の
確
認
。

 
 （ホ
）
蓄
電
池
設
備
の
セ
ル
の
電
圧
、
電
解
液
の
比
重
、
温
度
等
が
正
常
で
あ
る
こ
と
。

 
  

 
・
蓄
電
池
設
備
の
セ
ル
の
電
圧
、
電
解
液
の
比
重
、
温
度
等
が
正
常
で
あ
る
こ
と
。

 
 



１．高圧一括受電マンションにおける無停電点検の可能性の検討 
 年次点検の目的 
 停電点検の必要性 
 設備毎の停電点検の内容 
 メーカー等推奨点検内容の確認 
 労働安全面での規制内容の確認 
 無停電点検の可能性の検討 
 利用可能な無停電点検手法の検討（費用対効果を含む。） 
 無停電点検を実施した場合のリスク面での検討 
 無停電点検基準案の策定（無停電点検が可能と評価された場合） 

   等 

２．高圧一括受電マンションにおける点検頻度延伸の可能性の検討 
 延伸要望に係る具体的内容の聴取等（安全が確保できる理由等） 
 メーカー等推奨点検内容の確認 
 延伸可能設備（特に信頼性の高い設備）の検討 
 延伸可能設備に対する必要検査方法（特に信頼性の高い方法）の検討 
 延伸した場合のリスク面での検討 
 延伸基準案の策定（延伸が可能と評価された場合） 
等 

規制改革実施計画①無停電点検の可能性等の検討項目案 
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高圧一括受電マンションの電気保安に関する調査研究委員会 委員構成 

本委員会 

【委員長】 職業能力開発総合大学校 中野氏 

㈱日建設計設備 （※分科会主査兼務） 

㈱関電工   （※分科会委員兼務） 

㈱きんでん （※分科会委員兼務） 

大成建設株式会社  

全日本電気工事業組合連合会  

独立行政法人都市再生機構 

一般社団法人日本配電制御システム工業会（※分科会委員兼務） 

一般社団法人日本電気協会  （※分科会委員兼務） 

一般社団法人電気設備学会 （※分科会委員兼務） 

一般社団法人日本電機工業会  （※分科会委員兼務） 

工学院大学工学部電気システム工学科  

電気事業連合会 

㈱ＮＴＴファシリティーズ  （※分科会委員兼務） 

アイピー・パワーシステムズ㈱  （※分科会委員兼務） 

中央電力ソリューション株式会社  （※分科会委員兼務） 

全国電気管理技術者協会連合会  （※分科会委員兼務） 

電気保安協会全国連絡会  

※オブザーバー 
  経済産業省  電力安全課 
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分科会 

【主査】㈱日建設計  （※委員会委員兼務） 

 ㈱関電工 （※委員会委員兼務） 

㈱きんでん  （※委員会委員兼務） 

一般社団法人日本電気協会 （※委員会委員兼務） 

一般社団法人電気設備学会  （※委員会委員兼務） 

一般社団法人日本電機工業会  （※委員会委員兼務） 

一般社団法人日本配電制御システム工業会 （※委員会委員兼務） 

㈱ＮＴＴファシリティーズ （※委員会委員兼務） 

アイピー・パワーシステムズ㈱  （※委員会委員兼務） 

中央電力ソリューション株式会社 ※ （委員会委員兼務） 

全国電気管理技術者協会連合会 （※委員会委員兼務） 

一般財団法人関東電気保安協会  

一般財団法人中部電気保安協会 

一般財団法人関西電気保安協会  


